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○道路の区域変更（道路管理課）                                   ２ 
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      公     告 
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○開発工事の完了（建築課）                                     ４ 
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○落札者等の決定（デジタルトランスフォーメーション課）                       ４ 
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◎群馬県告示第１４５号  

土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第３４条の規定により、収用又は使用の手続開始の申立てがあったの 

で、同法３４条の３の規定により、次のとおり告示する。  

    令和８年５月２６日  

                                                                        群馬県知事  山  本  一  太     

１  起業者の名称  電源開発送変電ネットワーク株式会社  

２  事業の種類  特別高圧送電線新赤城線保全事業（群馬県みどり市大間々町上神梅地内から同県桐生市新里町高

泉字東本漆地内まで）  

３  手続が開始される土地  

  (1) 収用の手続が開始される土地  なし  

  (2) 使用の手続が開始される土地  群馬県みどり市大間々町上神梅地内及び同市大間々町下神梅地内  

４  手続が開始される土地を表示する図面の縦覧場所 みどり市役所笠懸庁舎 

 

 

 

◎群馬県告示第１４６号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県中之条土木事務所におい

て一般の縦覧に供する。 

  令和８年５月２６日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 
 

道路の 
種 類 

路線名 区  間 
変更の 
前後別 

敷地の幅員 
メートル 

延 長 
メートル 

県道 渋川東吾妻線 吾妻郡東吾妻町大字植栗字
山根２９５番の１地先から
同郡同町大字同字下泉３３
３番の１地先まで 

前 １５．５～２５．９ ５０．５ 

後 １５．５～２０．９ ５０．５ 

 
 

 

 

◎群馬県告示第１４７号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県中之条土木事務所におい

て一般の縦覧に供する。 

  令和８年５月２６日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 
 

道路の 路線名 区   間 供用開始の期日 

■ 告  示 
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種 類 

県道 渋川東吾妻線 吾妻郡東吾妻町大字植栗字小渕沢９１５番の４地先
から同郡同町大字同字田野原７０２番の４０地先ま
で 

令和８年５月２７日 

 

 

 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により、

太田都市計画用途地域の変更の図書の写しの送付を受けたので、同法第２１条第２項において準用する同法第２０

条第２項の規定により次のとおり公衆の縦覧に供する。 

   令和８年５月２６日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 都市計画の種類及び名称 太田都市計画用途地域 新田大地区、新田小金井地区、東今泉地区及び出塚粕川安

養寺地区 

２  都市計画の変更年月日 令和８年４月２４日 

３  縦覧場所  群馬県県土整備部都市計画課及び太田市都市政策部都市計画課 

 

 

 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により、

太田都市計画地区計画の変更の図書の写しの送付を受けたので、同法第２１条第２項において準用する同法第２０

条第２項の規定により次のとおり公衆の縦覧に供する。 

   令和８年５月２６日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 都市計画の種類及び名称 太田都市計画地区計画 新田大地区 

２  都市計画の変更年月日 令和８年４月２４日 

３  縦覧場所  群馬県県土整備部都市計画課及び太田市都市政策部都市計画課 

 

 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により、

太田都市計画地区計画の変更の図書の写しの送付を受けたので、同法第２１条第２項において準用する同法第２０

条第２項の規定により次のとおり公衆の縦覧に供する。 

   令和８年５月２６日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 都市計画の種類及び名称 太田都市計画地区計画 新田東部工業団地第二地区 

２  都市計画の変更年月日 令和８年４月２４日 

３  縦覧場所  群馬県県土整備部都市計画課及び太田市都市政策部都市計画課 

 

 

■ 公  告 



 令和８年５月２６日（火）         群 馬 県 報                第１０４００号 

 

4 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により、

太田都市計画地区計画の変更の図書の写しの送付を受けたので、同法第２１条第２項において準用する同法第２０

条第２項の規定により次のとおり公衆の縦覧に供する。 

   令和８年５月２６日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 都市計画の種類及び名称 太田都市計画地区計画 東金井東今泉地区 

２  都市計画の変更年月日 令和８年４月２４日 

３  縦覧場所  群馬県県土整備部都市計画課及び太田市都市政策部都市計画課 

 

 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により、

太田都市計画地区計画の変更の図書の写しの送付を受けたので、同法第２１条第２項において準用する同法第２０

条第２項の規定により次のとおり公衆の縦覧に供する。 

   令和８年５月２６日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 都市計画の種類及び名称 太田都市計画地区計画 出塚粕川安養寺地区 

２  都市計画の変更年月日 令和８年４月２４日 

３  縦覧場所  群馬県県土整備部都市計画課及び太田市都市政策部都市計画課 

 

 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第２項の規定により検査済証を交付したので、次の開発行為

に関する工事が完了した旨を公告する。 

  令和８年５月２６日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   
 

番号 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

１ 邑楽郡邑楽町大字中野字前谷５１５１－３、字
下中野５１５２－３ 
 

邑楽郡邑楽町大字中野１８９３番地２ モワメー
ルⅡ２０１ 
清水時雄、清水美幸 

２ 佐波郡玉村町大字上之手１５３６－２０、１５
３６－２６ 
 

佐波郡玉村町大字板井１１２４番地 1 プルミエ
ールＡ１０１  
平田柊人、平田真緒 

 
 

 

 

 

 次のとおり、随意契約の相手方を決定した。 

  令和８年５月２６日 

群馬県知事 山 本 一 太   

１ 随意契約に係る特定役務の名称及び数量 群馬県庁情報通信ネットワーク改修設計委託 一式 

■ 落  札 
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２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県知事戦略部デジタルトランスフォーメーション課 

群馬県前橋市大手町一丁目１番１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 令和８年５月１３日 

４ 随意契約の相手方の名称及び所在地 ネットワンシステムズ株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目７番２号

ＪＰタワー 

５ 随意契約に係る契約金額 １０１，１７８，０００円 

６ 契約の相手方を決定した手続 随意契約 

５ 随意契約の理由 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２

号）第１１条第１項第２号該当 
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